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議案第６６号

筑西市コミュニティセンターの設置及び管理並びに地域集会施設との連携に

関する条例の制定について

標記について次のとおり提出する。

令和５年８月３０日

筑西市長 須 藤 茂

筑西市条例第 号

筑西市コミュニティセンターの設置及び管理並びに地域集会施設との連携に

関する条例

（目的）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づ

き、公の施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるもののほか、本市の地域におけるコミュ

ニティを持続させるため、地域集会施設との連携について必要な事項を定め、もって地域の発展

に資するものとする。

（設置）

第２条 本市に別表第１に掲げる筑西市立コミュニティセンター（以下「コミュニティセンター」

という。）を設置する。

（しもだて地域交流センターの位置付け）

第３条 筑西市立しもだて地域交流センターは、コミュニティセンターの相互調整を担うものとす

る。
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（職員）

第４条 コミュニティセンターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。

（地域コミュニティセンター運営委員会の設置）

第５条 本市に筑西市コミュニティセンター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は、委員３０人以内をもって組織する。

３ 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上及び地域の振興に資する活動

を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

５ 公職等にあることの理由で委嘱された委員は、当該理由がやんだときは、委員の職を失うもの

とする。

６ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

７ 委員は、非常勤とする。

（使用の許可）

第６条 コミュニティセンターの施設及び附属設備器具（以下「施設等」という。）を使用しよう

とする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。申請した事項を変更

しようとするときもまた同様とする。

２ 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

（使用の制限）

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。ただし、第

１号に掲げる場合にあっては、福祉関係団体、教育関係団体、商店街団体、公益的な市民活動団

体その他の公共的団体が、地域振興又は福祉の目的をもって行う場合には、施設の使用を許可す

ることができる。

⑴ 物品販売又は役務の提供を主目的とする興行、催事等を行うと認められるとき。

⑵ 特定の政治活動若しくは宗教活動に利用し、又はこれらを伴うおそれがあると認められると

き。

⑶ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

⑷ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められると

き。

⑸ 施設等の維持管理上の必要があるとき。

⑹ 前各号に掲げるもののほか施設等の使用を不適当と認めるとき。

（使用料）
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第８条 コミュニティセンターの使用料は、別表第２から別表第１５までの各項に掲げる区分に応

じ、当該各項に定める額とし、第６条第１項の使用許可に際して、当該許可を受けた者（以下「

使用者」という。）から徴収する。

２ 前項の使用料に１０円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

（使用料の減免）

第９条 前条の規定にかかわらず、公用若しくは公益事業のためコミュニティセンターの施設等を

使用するとき、第７条ただし書の規定により使用の許可をするとき又は市長が相当の理由がある

と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

（使用料の返還）

第１０条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

その全部又は一部を返還することができる。

⑴ 使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき。

⑵ 市長が公用上その他やむを得ない事由により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させた

とき。

⑶ 前２号に掲げるもののほか市長が特別の理由があると認めたとき。

（目的外使用及び使用権譲渡等の禁止）

第１１条 使用者は、許可を受けた目的以外にコミュニティセンターの施設等を使用し、又は使用

の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

（使用許可の取消し等）

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用の許可を

取り消し、又は使用を中止し、若しくは変更させることができる。

⑴ この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

⑵ 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

⑶ 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を得たとき。

⑷ 前３号に掲げるもののほか管理上特に必要があると認めるとき。

（使用者の義務）

第１３条 使用者は、コミュニティセンターの施設等を変更して使用し、又は特別の設備若しくは

装飾等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

２ 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたとき又は使用の中止

若しくは変更させられたときは、直ちに施設等を原状に復して、市長に引き渡さなければならな

い。
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３ 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを処理し、その費用

を使用者から徴収する。

（損害賠償）

第１４条 使用者は、コミュニティセンターの施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市

長が認定する損害額を賠償しなければならない。

（地域集会施設との連携）

第１５条 生涯学習活動及び社会教育活動（以下「公民館活動」という。）並びにコミュニティ活

動にあっては、別表第１に定めるコミュニティセンターのほか、地域の自治会が管理する集会施

設（以下「地域集会施設」という。）を活動の場とすることができる。

２ 前項の場合において、市又は教育委員会が主催し、又は委託して実施する市民参加型の講座、

学級等（以下「講座等」という。）にあっては、市又は教育委員会は、講座等の参加者の意向を

踏まえ、自治会が加盟する連合会と別途協定のうえ、地域集会施設を借り上げ、別に定める賃借

料を当該自治会に支払うものとする。

３ 第１項の場合において、公民館活動又はコミュニティ活動を主催するサークル、クラブ等（以

下「任意団体」という。）が地域集会施設を借り上げる場合にあっては、市又は教育委員会は、

当該任意団体が借り上げする地域集会施設を管理する自治会に対し、別に定める助成金を支給す

ることができる。

４ 地域集会施設の利用者は、コミュニティセンターに係る順守事項のほか、当該施設の管理規則

に従い、当該施設を適正かつ良好に利用しなければならない。

（委任）

第１６条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行の日」という。）から施行する。

（筑西市公民館条例等の廃止）

２ 筑西市公民館条例（平成１７年条例第１３２号）、筑西市協和ふれあい健康プラザ条例（平成

１７年条例第１０５号）及び筑西市協和転作促進研修センター条例（平成１７年条例第１４０号

）は、廃止する。

（筑西市公民館条例等の廃止に伴う経過措置）
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３ この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の筑西市公民館条例（以下「旧公民館条例」と

いう。）第５条第３項の規定により委嘱された筑西市公民館運営審議会の委員である者は、この

条例の施行の日に条例第５条第３項の規定により筑西市コミュニティセンター運営委員会の委員

として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期

は、条例第５条第４項の規定にかかわらず、同日における旧公民館条例第５条第３項の規定によ

り委嘱された筑西市公民館運営審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

４ 前項の場合において当該委員の任期は、筑西市公民館運営審議会委員としてその職にあった期

間を通算する。

５ この条例の施行の日の前日までに、筑西市公民館条例、筑西市協和ふれあい健康プラザ条例及

び筑西市協和転作促進研修センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

（筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

６ 筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条例

第３４号）の一部を次のように改正する。

別表第３第２項の表中

「

」

「

」

改める。

（筑西市立しもだて地域交流センター条例の一部改正）

７ 筑西市立しもだて地域交流センター条例（平成１７年条例第１３３号）の一部を次のように改

正する。

第８条中「施設等を使用するとき」を「施設等を使用するとき、第６条ただし書の規定により

使用の許可をするとき」に改める。

別表第１項の表備考第１項に次の１号を加える。

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

公民館運営審議会 委員長 日額 ５，５００円
を

委員 日額 ４，８００円

コミュニティセンター運営委員会 委員長 日額 ５，５００円
に

委員 日額 ４，８００円
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（筑西市立しもだて地域交流センター条例の一部改正に伴う経過措置）

８ 前項の規定による改正後の筑西市立しもだて地域交流センター条例の規定は、施行の日以後の

使用料について適用する。
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別表第１（第２条、第３条関係）

名称 位置

伊讃コミュニティセンター 筑西市外塚７２０番地

川島コミュニティセンター 筑西市下川島７７２番地１

竹島コミュニティセンター 筑西市稲野辺５１３番地１

養蚕コミュニティセンター 筑西市蕨６３２番地

五所コミュニティセンター 筑西市山崎１４１９番地１

中コミュニティセンター 筑西市折本３２５番地１

河間コミュニティセンター 筑西市羽方１４番地２

大田コミュニティセンター 筑西市西方１６８４番地８

嘉田生崎コミュニティセンター 筑西市西石田５８７番地

関城コミュニティセンター 筑西市関本上１４７０番地

明野コミュニティセンター 筑西市海老ヶ島２１２０番地７

協和コミュニティセンター 筑西市門井１９６２番地２

小栗コミュニティセンター 筑西市小栗５２６９番地１

古里コミュニティセンター 筑西市知行４６３番地２
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別表第２（第８条関係）

伊讃コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者（本市の区域内における在勤及び在学の者を除く。以下同じ。）が使用

する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

会議室 ３００円

図書室（会議等で占用する場合に限る。） ２００円

２階和室 ２００円

１階和室 ３００円

調理室 ３５０円
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別表第３（第８条関係）

川島コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

会議室 ３００円

図書室（会議等で占用する場合に限る。） ２００円

１階和室Ａ ２００円

１階和室Ｂ ２００円

調理室 ３５０円
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別表第４（第８条関係）

竹島コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

会議室 ３００円

図書室（会議等で占用する場合に限る。） ３００円

２階和室 ３００円

１階和室 ２００円

調理室 ３５０円
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別表第５（第８条関係）

養蚕コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

会議室 ３００円

図書室（会議等で占用する場合に限る。） ２００円

２階和室 ３００円

１階和室 ２００円

調理室 ４５０円
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別表第６（第８条関係）

五所コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

大会議室 ３００円

中会議室 ３００円

小会議室 ２００円
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別表第７（第８条関係）

中コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

会議室 ３００円

図書室（会議等で占用する場合に限る。） ３００円

２階和室 ３００円

１階和室 ２００円

調理室 ３５０円
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別表第８（第８条関係）

河間コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

大会議室 ３００円

中会議室 ３００円

小会議室 ２００円
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別表第９（第８条関係）

大田コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

会議室 ３００円

図書室（会議等で占用する場合に限る。） ３００円

２階和室 ３００円

１階和室Ａ ２００円

１階和室Ｂ ２００円

調理室 ４５０円
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別表第１０（第８条関係）

嘉田生崎コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

大会議室 ３００円

中会議室 ３００円

小会議室 ２００円
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別表第１１（第８条関係）

関城コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

和室 ３００円

第１研修室 ２００円

第２研修室 ３００円

学習室 ３００円

視聴覚室 ３００円

大会議室 ７００円

調理学習室 ４５０円
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別表第１２（第８条関係）

明野コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

大ホール １０，５００円

舞台のみ ５，２００円

和室 ４００円

会議室 ４００円

研修室 ４００円

講座室 ４００円

展示創作室 ４００円
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別表第１３（第８条関係）

協和コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

総合ホール ２０００円

大会議室 ４００円

中会議室 ４００円

小会議室 ４００円

和室 ４００円

調理実習室 ５５０円

美術工作室 ４００円
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別表第１４（第８条関係）

小栗コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

健康増進室 ３００円

自立生活訓練室 ２００円

調理室 ３５０円
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別表第１５（第８条関係）

古里コミュニティセンターの使用料

１ 施設の使用料 次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、同表右欄に定める額

備考

１ 使用の形態が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該条件の区分に応じ、当該各号に

定める率を使用料の額に乗じて得た額とし、複数の条件に該当する場合にあっては、当該複数

の条件に応じた率を乗じて得た率を使用料の額に乗じて得た額とする。

⑴ 本市の区域外の者が使用する場合 １００分の１５０

⑵ 入場料その他入場の対価を徴する場合 １００分の２００

⑶ 営利又は宣伝を目的とする場合 １００分の３００

２ 使用時間に１時間に満たない時間がある場合は、これを１時間として計算する。

３ 使用時間は、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

２ 附属設備器具の使用料 規則で定める額

施設の区分 １時間当たりの使用料の額

ホール ３００円

和室 ２００円


